
հೖڋ൱

ୈ̔ষ



. 

. 

. 

. 

ୈ
8
ষ

介
入
拒
否

第８章　介入拒否�8

①介入拒否時の対応



. 

. 

. 

. 

ୈ
8
ষ

介
入
拒
否

第８章　介入拒否 ��

①介入拒否時の対応



 

 

 
 

2  

1

2

 

1

 
2

  

 

 
 

 

 

1  

 

 

 

 

 

1
 

 
 

  

 

 
 

 

 

1  

 

 

 

 

 

1

1
 

 
 

1

106 第1�章　ɾΉΛಘͳ͍ࣄ༝ʹΑΔાஔ

ୈ
8
ষ

介
入
拒
否

第８章　介入拒否�0

②介入型対応における養護者への対応の基本
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６ やむを得ない事由による措置の実施後のフォロー

措置実施後の課題として、次の〔図表５－９〕に掲げる事項が事前調査から得られて
います。

現在の課題 現在の課題の具体的内容（例）

契約への移行 ・家族等の関わりを見守りながら、契約につなげていくことが課題。
・成年後見人をつけ、契約に切り替えることを検討
・家族が支払いについての約束を守らないため「措置入所」となった事例で、
措置費請求に対する対応を観察した上で、契約への移行を考える。

成年後見制度の活用に
ついて

・家族に疾患による心身問題があるため、任意後見契約等の利用検証
・成年後見人をつけても、虐待者が握っている金銭を取り上げることに大混乱
が予想される。

虐待者からの保護 ・虐待者が障害を持っているため、特に面会の際の対応が難しい。
・虐待者に本人の居場所を教えないようにするなどの徹底した対応が求められ
る事例がある。

・虐待者は、本人の養護をしていたと主張し、措置を不服としている。
家族支援 ・精神疾患等を有する家族（虐待者含む）に対する支援（精神障害所管課等と

の連携による処遇）
経済的虐待の再発防止
や金銭管理について

・年金担保貸付金によって経済的虐待があった事例で、償還完了を機にふたた
び再燃するおそれがある。

・今後の金銭管理について、（虐待者以外の）家族に任せるべきか、第三者の
後見人を選任すべきか、見極める必要がある。

本人の費用負担能力に
ついて

・所持金が少ないために今後の入院等の費用負担に懸念がある。生活保護を受
給する場合は、関係機関と連携をとっていくことが課題となる。

［図表５－９］ 措置の実施後の現在の課題
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（報告書ｐ30 38より）
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